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ア 制度概要

【子ども・子育て支援金の徴収に係る国の基本的考え】

① 子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主
体に、医療保険の保険料とあわせて令和８年度から拠出いただく。

② 歳出改革による社会保険負担軽減とセットで、かつその範囲内で子ども・子育て支援金制度を構築すること
で、支援金制度の創設によって社会保障負担率（国全体でみた国民所得に対する社会保険料等負担の割合）が
上昇しないようにする。

（１） 子ども・子育て支援金制度の創設に係る国民健康保険税の賦課・徴収

こども未来戦略における「加速化プラン」に盛り込まれた次元の異なる少子化対策の財源の一部に充てるため、
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が令和６年６月に成立し、令和８年度から子ども・子育て支援
金制度が創設される。〔 ※子ども・子育て支援法の一部改正：令和８年４月１日施行〕

この財源となる子ども・子育て支援金は保険税(料)と併せて賦課・徴収されることとなり、今後、当該支援金に
係る税率等の新設に加え、低所得者軽減措置及び１８歳未満に対する支援金均等割額の全額軽減措置等が適用され
る。

１ 国民健康保険に係る今後予定されている制度改正について（令和８年度地方税制改正関係等）
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イ 子ども・子育て支援金の賦課・徴収

国は、医療保険料(税)とあわせた賦課・徴収の方法について、医療保険者等の関係者の意見を踏まえつつ、実務
面の整理や政省令の整備等を進めてきた。

（ア） 主な改正点など

ａ 国民健康保険(及び後期高齢者医療制度)においては、以下の措置を設ける。

（ａ）低所得者に対する軽減措置（※現行保険料(税)の７割・５割・２割軽減措置に準じる形で実施）

（ｂ）一定の支払い限度を設ける措置（※現行保険料(税)の課税限度額に準じる形で実施）

ｂ 本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、子どもがいる世帯の拠出額が増えないよう、18歳に達す
る日以後の最初の３月31日以前までの子ども（以下「18歳未満の被保険者」という。）に係る「子ども・子育
て支援納付金分の均等割額」の10割軽減の措置を講じる。〔※具体的事項については後述（イ）参照〕

ｃ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る税率等については、国から示される「子ども・子育て支援金を納付
するために必要な保険税徴収額」を基に長崎県が算出した税率等を用いる。

------------------------------------------------
子ども・子育て支援金制度導入後の長崎市国民健康保険税の賦課総額の内訳

1 基礎課税額
2 後期高齢者支援金等
課税額

3 介護納付金
課税額 (40～64歳)

4 子ども・子育て支援納付金
課税額

所得割額 平等割額
均等割額
(注1)

所得割額 平等割額
均等割額
(注1)

所得割額 平等割額
均等割額
(注1)

所得割額 平等割額
均等割額
(注2)

現 行 新設（令和８年４月～）

(注1) 「未就学児にかかる５割軽減措置」は現行とおり適用。
(注2) 下記イ記載のとおり「１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前までの子ども」については１０割軽減措置を適用。
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（イ）子ども・子育て支援納付金課税額に係る均等割額の考え方について

ａ 「18歳未満の被保険者」に係る「子ども・子育て支援納付金課税額の均等割額」を10割軽減する。
なお、当該軽減措置に際しては、まず低所得世帯に係る軽減措置や未就学児に係る均等割５割軽減など別途
定められた措置が適用される場合は、それらの措置を講じた後の残額に対して10割軽減措置を行なう。

ｂ 上記(ｱ)で講じられた10割軽減措置の均等割額を、18歳以上被保険者均等割総額として、18歳以上被保険者
数で按分して当該被保険者に賦課する。

ｃ なお、この仕組みは、基礎課税額分など従来の課税種別には適用しない。

【 厚生労働省資料 抜粋 】

※ 上記中「資産割額」は、長崎市国民健康保険税にはありません。

※

※

均等割額
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（ウ）子ども・子育て支援金に関する試算（医療保険加入者一人当たり平均月額）【こども家庭庁資料抜粋】

国民健康保険の場合、１世帯当たり年間平均4,200円の課税額ということになる。

（エ）施行日 令和８年４月１日（地方税法その他根拠・関係法令については令和８年３月中に改正予定）
※ なお、本改正に関わらず、現行の税率等（基礎課税分、後期高齢者支援金等課税分及び介護納付
金課税額分）については改定しない〔現行通り〕。
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区 分 基礎分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
子ども・子育て
支援納付金分

合 計

現 行 ６６万円 ２６万円 １７万円 ― １０９万円

改正案
６７万円

（＋１万円）
同上

（据置）
同上

（据置）
３万円
(新設)

１１３万円
（＋４万円）

ア 改正内容 国民健康保険税の基礎課税分に係る課税限度額を67万円（現行66万円）に引き上げ、
子ども・子育て支援納付金課税分に係る課税限度額を新設する。

（２）国民健康保険税の課税限度額の見直し（国民健康保険税条例第５条） 

イ 根拠法令 地方税法施行令（令和８年３月中に改正予定）

ウ 施行日 令和８年４月１日
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基準額（基準額以下の場合軽減対象となる。）

現 行
基礎控除額(４３万円) ＋ １０万円 × (給与所得者等の数 －１)
＋ ３０．５万円 × (被保険者数 ＋ 特定同一世帯所属者数)

（例：給与収入約２０３万円、３人世帯）

改正案
基礎控除額(４３万円) ＋ １０万円 × (給与所得者等の数 －１) 
＋ ３１万円 × (被保険者数 ＋ 特定同一世帯所属者数)

                                        （例：給与収入約２０５万円、３人世帯）

（３）低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し（国民健康保険税条例第28条） 

低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について、経済動向等を踏まえ、
５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げを行う。

ア ５割軽減の拡大・・・軽減対象の判定額となる所得基準額を引き上げる。

イ ２割軽減の拡大・・・軽減対象の判定額となる所得基準額を引き上げる。

基準額（基準額以下の場合軽減対象となる。）

現 行

基礎控除額(４３万円) ＋ １０万円 × (給与所得者等の数－１) 
＋ ５６万円 × (被保険者数 ＋ 特定同一世帯所属者数)

                                         （例：給与収入約３１３万円、３人世
帯）

改正案
基礎控除額(４３万円) ＋ １０万円 × (給与所得者等の数 －１) 

＋ ５７万円 × (被保険者数 ＋ 特定同一世帯所属者数)
（例：給与収入約３１７万円、３人世帯）

※特定同一世帯所属者：国民健康保険から後期高齢者医療に移行したことにより国民健康保険の被保険者ではなくなった者

ウ 根拠法令 地方税法施行令（令和８年３月中に改正予定）

エ 施行日 令和８年４月１日
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２ 感染症研究拠点整備に関する諸会議の開催状況等について
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